
（指定日以外にごみを出さないでください）�

（引取できないごみは出さないでください）�

（ごみに資源が混ざっていませんか？）�

詳しくは、ごみ収集カレンダーで確認してください。�

　引っ越しなどでごみが大量に発生した場合など、各地区のごみス
テーションへ出すことができない時には、清掃センターへ直接持ち
込むことができます。�
　持ち込む時は、ステーションに出す時と同じように、ルールに
従って分別してから持ち込んでください。�

　事業系ごみとは、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的と
するものだけでなく、病院や官公署などの広く公共サービスを行っ
ているところも含めて、事業活動から出された全ての一般ごみを事
業系ごみと言います。その中には、飲食店から出る調理くずや食べ
残し、事務所などから出る紙くずなどがあり、事業・営業に関連し
て出される事業系ごみは「自己処理」していただく義務【廃棄物の
処理及び清掃に関する法律第3条第1項】があります。�
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